
宝塚市 道路政策課
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説明の流れ

� １．競馬場高丸線及びそれに接続する山手幹線（一部）の

概要について

（計画位置、必要性）

� ２．都市計画変更について

（W=８m→１４m）

� ３．今後のスケジュールについて

（意見書の提出方法、都市計画審議会など）
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■ 計画位置
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■ 計画位置
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■ 計画位置
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【参考図】
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凡凡凡凡 例例例例

未整備未整備未整備未整備

整備済整備済整備済整備済
事業中事業中事業中事業中

競馬場

高丸線

■ 必要性



14

①①①①地域分断の解消：地域分断の解消：地域分断の解消：地域分断の解消：
阪急軌道による地域の分断の解消に伴う日常の利便性の阪急軌道による地域の分断の解消に伴う日常の利便性の阪急軌道による地域の分断の解消に伴う日常の利便性の阪急軌道による地域の分断の解消に伴う日常の利便性の向上向上向上向上

②安全②安全②安全②安全なななな歩行者動線歩行者動線歩行者動線歩行者動線のののの確保：確保：確保：確保：
通学路としても利用される安全な歩行者動線の確保通学路としても利用される安全な歩行者動線の確保通学路としても利用される安全な歩行者動線の確保通学路としても利用される安全な歩行者動線の確保

③③③③地域の防災性の向上：地域の防災性の向上：地域の防災性の向上：地域の防災性の向上：
緊急時の活動経路として、また阪神・淡路大震災のよう緊急時の活動経路として、また阪神・淡路大震災のよう緊急時の活動経路として、また阪神・淡路大震災のよう緊急時の活動経路として、また阪神・淡路大震災のような災害な災害な災害な災害発生発生発生発生時時時時
ににににおける命の道としてのおける命の道としてのおける命の道としてのおける命の道としての役割（役割（役割（役割（消防・救急、災害対策車両）消防・救急、災害対策車両）消防・救急、災害対策車両）消防・救急、災害対策車両）

■ 必要性
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①地域分断の解消：①地域分断の解消：①地域分断の解消：①地域分断の解消：
阪急軌道による地域の分断の解消に伴う日常の利便性の向上阪急軌道による地域の分断の解消に伴う日常の利便性の向上阪急軌道による地域の分断の解消に伴う日常の利便性の向上阪急軌道による地域の分断の解消に伴う日常の利便性の向上
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②安全②安全②安全②安全なななな歩行者動線歩行者動線歩行者動線歩行者動線のののの確保：確保：確保：確保：
通学路としても利用される安全な歩行者動線の確保通学路としても利用される安全な歩行者動線の確保通学路としても利用される安全な歩行者動線の確保通学路としても利用される安全な歩行者動線の確保
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③地域の防災性の向上：③地域の防災性の向上：③地域の防災性の向上：③地域の防災性の向上：
緊急時の活動経路として、また阪神・淡路大震災のような災害発生時緊急時の活動経路として、また阪神・淡路大震災のような災害発生時緊急時の活動経路として、また阪神・淡路大震災のような災害発生時緊急時の活動経路として、また阪神・淡路大震災のような災害発生時
における命の道としての役割（消防・救急、災害対策車両）における命の道としての役割（消防・救急、災害対策車両）における命の道としての役割（消防・救急、災害対策車両）における命の道としての役割（消防・救急、災害対策車両）



．都市計画変更について（W=８m→１４m）
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都市計画決定都市計画決定都市計画決定都市計画決定(S32)

歩道

（自転車歩行者道）

施設帯

車道

３,０００ ５００５００ ３,０００ ３,０００ ３,０００５００５００

１４,０００

路肩

１,０００ ３,０００ ３,０００ １,０００

８,０００

都市計画変更都市計画変更都市計画変更都市計画変更(案案案案)

車道路肩



19



20

現地盤現地盤現地盤現地盤

計画線計画線計画線計画線

都市計画変更都市計画変更都市計画変更都市計画変更



■ 今後のスケジュール
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○平成２８年○平成２８年○平成２８年○平成２８年 ９月１日～９月１日～９月１日～９月１日～１５日（予定）１５日（予定）１５日（予定）１５日（予定）

変更変更変更変更案の案の案の案の縦覧縦覧縦覧縦覧 ＜意見書の提出期間＞＜意見書の提出期間＞＜意見書の提出期間＞＜意見書の提出期間＞

・・・・変更案の法定図書を市役所 2F 道路政策課の窓口でご覧いただける期間です。

・・・・ご意見のある方は、縦覧期間内にお名前、ご住所、ご連絡先を記載の上、

持参、郵送、ＦＡＸのいずれかの方法でご提出してください。

※※※※様式は自由です。また法令上、文書での提出となりますので、メールは不可です。

○平成２８年○平成２８年○平成２８年○平成２８年 １０月中旬１０月中旬１０月中旬１０月中旬 （予定）（予定）（予定）（予定）

都市都市都市都市計画審議会（諮問計画審議会（諮問計画審議会（諮問計画審議会（諮問））））

・・・・縦覧で提出された意見書の要旨を添え、変更案を都市計画審議会に諮問し、

答申を受けます。



� 都市都市都市都市計画変更の計画変更の計画変更の計画変更の手続き手続き手続き手続き
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※都市計画審議会 委員構成（２０名）；

市議会議員（５名）、知識経験者（１０名）、公募による市民（４名）、県職員（１名）

都市計画審議会（事前）

・変更案について説明

法定説明会
■市■市■市■市 → 委員委員委員委員

・変更案について説明

■市■市■市■市 → 市民市民市民市民

変更案に対する

ご意見の受付（2週間）

都市計画審議会（諮問）

■市民■市民■市民■市民 → 市市市市

・変更案に対する意見

・総合的に判断

市民の意見市民の意見市民の意見市民の意見

市の意見市の意見市の意見市の意見

７月８日

７月２４日

９月１日
～１５日

10月中旬



■ 今後のスケジュール
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○平成２８年○平成２８年○平成２８年○平成２８年 １０月下旬１０月下旬１０月下旬１０月下旬 （予定）（予定）（予定）（予定）

都市計画変更の告示都市計画変更の告示都市計画変更の告示都市計画変更の告示

・・・・事務手続きを経て、正式に都市計画変更が決定となります。

○平成２８年○平成２８年○平成２８年○平成２８年 １２月１２月１２月１２月 （予定）（予定）（予定）（予定）

事業着手事業着手事業着手事業着手

・・・・兵庫県の事業認可後、詳細設計、用地測量などを行います。

＜都市計画審議会にて、変更案に対する同意が得られた場合＞
※同意が得られなかった場合は、都市計画審議会からの意見等を踏まえ、

本件について再度見直します。


